
表１
保育料 副食費

①１号認定子ども（教育認定） ０円

②２号認定子ども（保育認定）

③３号認定子ども（保育認定）

※このほかに，各施設によっては，主食費，教材費などの実費徴収費等がかかる場合があります。

表２

階層区分 保育標準時間認定 保育短時間認定

　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　円

0 0 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 0 0 

Ｃ１ 均等割課税のみ 15,000 14,700 

Ｃ２ 所得割課税額10,000円未満 16,000 15,700 

Ｃ３ 10,000円以上48,600円未満 17,000 16,700 

Ｃ４ 48,600円以上58,200円未満 20,100 19,700 

Ｃ５ 58,200円以上67,800円未満 22,300 21,900 

Ｃ６ 67,800円以上77,400円未満 24,500 24,000 

Ｃ７ 77,400円以上87,000円未満 26,700 26,200 

Ｃ８ 87,000円以上97,000円未満 29,000 28,500 

Ｃ９ 97,000円以上115,000円未満 35,900 35,200 

Ｃ１０ 115,000円以上133,000円未満 38,700 38,000 

Ｃ１１ 133,000円以上151,000円未満 41,600 40,800 

Ｃ１２ 151,000円以上169,000円未満 44,500 43,700 

Ｃ１３ 169,000円以上235,000円未満 52,400 51,500 

Ｃ１４ 235,000円以上301,000円未満 57,000 56,000 

Ｃ１５ 301,000円以上397,000円未満 61,000 59,900 

Ｃ１６ 397,000円以上 69,000 67,800 

竹原市教育・保育施設に係る徴収金基準額表

区分

※満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある認定子どもを除く。

※満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある認定子どもを含む。

各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 徴収金基準額（月額）

定　　　義

各施設により
決定する額

０円

表２のとおり ―

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国在留邦人
等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の自立の支援に関する法律による
支給給付受給世帯並びに児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規
模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親で
ある教育・保育給付認定保護者の世帯

Ａ階層を除き，市町村民税
の額の区分が右欄の区分に
該当する世帯


